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雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

（
略
）

第
二

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
妊
娠
又
は
出
産
に
関
す
る
事
由

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
妊
娠
又
は
出
産
に
関
す
る
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

妊
娠
し
た
こ
と
。

（一）

出
産
し
た
こ
と
。

（二）

法
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
求
め
よ
う
と
し
、
若
し
く
は
措
置
を
求
め
、
又
は

（三）
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
受
け
た
こ
と
。

労
働
基
準
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
六
十
四
号
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
に
就
く
こ
と
が
で

（四）
き
ず
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
業
務
に
従
事
し
な
か
っ
た
こ
と
又
は
同
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
号
若
し
く

は
女
性
労
働
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
し
、
若
し
く
は
申
出
を
し
、
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
規
定
に
よ
り
業
務
に
従
事
し
な
か
っ
た
こ
と
。
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労
働
基
準
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
業
を
請
求
し
よ
う
と
し
、
若
し
く
は
請
求
し
、
若
し
く
は
同
項

（五）
の
規
定
に
よ
る
休
業
を
し
た
こ
と
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
就
業
で
き
ず
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
休

業
を
し
た
こ
と
。

労
働
基
準
法
第
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
し
、
若
し
く
は
請
求
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定

（六）
に
よ
り
他
の
軽
易
な
業
務
に
転
換
し
た
こ
と
。

労
働
基
準
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
し
、
若
し
く
は
請
求
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の

（七）
規
定
に
よ
り
一
週
間
に
つ
い
て
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
労
働
時
間
若
し
く
は
一
日
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
労
働

時
間
を
超
え
て
労
働
し
な
か
っ
た
こ
と
、
同
法
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
し
、
若
し
く
は

請
求
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
労
働
を
せ
ず
若
し
く
は
休
日
に
労
働
し
な
か
っ
た
こ
と
又
は
同
法

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
し
、
若
し
く
は
請
求
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
深

夜
業
を
し
な
か
っ
た
こ
と
。

労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
し
、
若
し
く
は
請
求
を
し
、
又
は
同
条
第
二
項

（八）
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
を
取
得
し
た
こ
と
。
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妊
娠
又
は
出
産
に
起
因
す
る
症
状
に
よ
り
労
務
の
提
供
が
で
き
な
い
こ
と
若
し
く
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
又
は
労
働

（九）
能
率
が
低
下
し
た
こ
と
。

二

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

育
児
休
業
等
の
対
象
と
な
る
子
の
範
囲
の
拡
大
に
伴
う
規
定
の
整
備

１

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
育
児
・
介
護
休
業

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
児
童
の
親
そ
の
他
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条

第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
里
親
で

あ
っ
て
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

労
働
者
と
す
る
こ
と
。

２

育
児
・
介
護
休
業
法
第
二
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
者
は
、
児
童
福

祉
法
第
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
養
育
里
親
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
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い
る
者
と
す
る
こ
と
。

３

申
出
事
項
に
、
民
法
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
子
を
監
護
し
て
い
る
こ
と
、
児
童
福

祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
里
親
で
あ
っ
て
養
子
縁
組
に

よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
と
し
て
委
託
さ
れ
た
者
を
養
育
し
て
い
る
こ
と
及
び
２
に
該
当
す
る
子

を
養
育
し
て
い
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

４

事
業
主
が
事
実
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
に
、
民
法
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
子
を
監
護
し
て
い
る
こ
と
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
里
親
で
あ
っ
て
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
と
し
て

委
託
さ
れ
た
者
を
養
育
し
て
い
る
こ
と
及
び
２
に
該
当
す
る
子
を
養
育
し
て
い
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

５

育
児
休
業
の
終
了
事
由
に
、
民
法
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了

し
た
と
き
（
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の
審
判
が
確
定
し
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童

福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た
と
き
を
加
え
る
こ
と
。

二

対
象
家
族
の
範
囲
の
拡
大
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祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
及
び
孫
に
つ
い
て
、
同
居
及
び
扶
養
の
要
件
を
削
除
す
る
こ
と
。

三

子
の
看
護
休
暇
及
び
介
護
休
暇
の
一
日
未
満
の
単
位
で
の
取
得
に
関
す
る
規
定
の
整
備

１

育
児
・
介
護
休
業
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
同
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
の
一
日
の
所
定
労
働
時
間
が
短
い
労

働
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
一
日
の
所
定
労
働
時
間
が
四
時
間
以
下
の
労
働
者
と
す
る
こ
と
。

２

育
児
・
介
護
休
業
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
同
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
一
日
未

満
の
単
位
は
、
半
日
（
一
日
の
所
定
労
働
時
間
数
（
日
に
よ
っ
て
所
定
労
働
時
間
数
が
異
な
る
場
合
に
は
、
一
年
間
に

お
け
る
一
日
平
均
所
定
労
働
時
間
数
と
し
、
一
日
の
所
定
労
働
時
間
数
又
は
一
年
間
に
お
け
る
一
日
平
均
所
定
労
働
時

間
数
に
一
時
間
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
一
時
間
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
の
二
分
の
一
と
す
る
。

）
で
あ
っ
て
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
と
当
該
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
る
事
業
所
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労

働
組
合
が
あ
る
と
き
は
そ
の
労
働
組
合
、
そ
の
事
業
所
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は
そ

の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、

に
（一）

掲
げ
る
労
働
者
の
範
囲
に
属
す
る
労
働
者
が
、
子
の
看
護
休
暇
又
は
介
護
休
暇
を

に
掲
げ
る
時
間
数
を
単
位
と
し
て

（二）
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請
求
し
た
と
き
は
、
当
該
時
間
数
で
子
の
看
護
休
暇
又
は
介
護
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

当
該
時
間
数
で
子
の
看
護
休
暇
又
は
介
護
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
る
労
働
者
の
範
囲

（一）

取
得
の
単
位
と
な
る
時
間
数
（
一
日
の
所
定
労
働
時
間
数
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）

（二）

子
の
看
護
休
暇
又
は
介
護
休
暇
の
一
日
の
時
間
数
（
一
日
の
所
定
労
働
時
間
数
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
）

（三）
３

申
出
事
項
に
、
一
日
未
満
の
単
位
で
子
の
看
護
休
暇
又
は
介
護
休
暇
を
取
得
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
取
得
す

る
休
暇
の
開
始
及
び
終
了
の
年
月
日
時
を
加
え
る
こ
と
。

四

介
護
の
た
め
の
所
定
外
労
働
の
制
限
に
関
す
る
規
定
の
新
設

１

介
護
の
た
め
の
所
定
外
労
働
の
制
限
を
請
求
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
労
働
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
一
週
間
の
所
定
労
働
日
数
が
二
日
以
下
の
労
働
者
と
す
る
。

２

介
護
の
た
め
の
所
定
外
労
働
の
制
限
の
請
求
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
書
面
等
に
よ
り
、
事
業
主
に
通
知

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

請
求
の
年
月
日

（一）

請
求
す
る
労
働
者
の
氏
名

（二）
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請
求
に
係
る
対
象
家
族
の
氏
名
及
び
労
働
者
と
の
続
柄

（三）

請
求
に
係
る
対
象
家
族
が
要
介
護
状
態
に
あ
る
事
実

（四）

請
求
に
係
る
制
限
期
間
の
初
日
及
び
末
日

（五）
３

所
定
外
労
働
の
制
限
が
開
始
す
る
ま
で
に
当
該
労
働
者
が
対
象
家
族
を
介
護
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
事
由
と
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

請
求
に
係
る
対
象
家
族
の
死
亡

（一）

離
婚
、
婚
姻
の
取
消
、
離
縁
等
に
よ
る
請
求
に
係
る
対
象
家
族
と
当
該
請
求
を
し
た
労
働
者
と
の
親
族
関
係
の
消

（二）
滅

請
求
を
し
た
労
働
者
が
、
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
、
当
該
請
求
に
係
る
制
限

（三）
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、
当
該
請
求
に
係
る
対
象
家
族
を
介
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
こ
と

４

所
定
外
労
働
の
制
限
が
終
了
す
る
ま
で
に
当
該
労
働
者
が
対
象
家
族
を
介
護
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
事
由
と
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
３
を
準
用
す
る
こ
と
。

五

介
護
の
た
め
の
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
等
の
措
置
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
助
成
措
置
を
除
き
、
二
回
以
上
、
利
用
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が
可
能
な
措
置
と
す
る
こ
と
。

六

育
児
・
介
護
休
業
法
第
二
十
五
条
の
厚
生
労
働
省
で
定
め
る
育
児
休
業
、
介
護
休
業
そ
の
他
の
子
の
養
育
又
は
家
族
の

介
護
に
関
す
る
制
度
又
は
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

育
児
休
業

（一）

介
護
休
業

（二）

子
の
看
護
休
暇

（三）

介
護
休
暇

（四）

所
定
外
労
働
の
制
限

（五）

時
間
外
労
働
の
制
限

（六）

深
夜
業
の
制
限

（七）

育
児
の
た
め
の
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置

（八）

育
児
・
介
護
休
業
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
に
関
す
る
制
度
に
準
ず
る
措
置
又
は
始
業
時
刻

（九）
変
更
等
の
措
置
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介
護
の
た
め
の
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
等
の
措
置

（十）
七

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

経
過
措
置
及
び
関
係
省
令
の
整
備

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
省
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


